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本重要事項説明書は、当施設とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会

福祉法第 76条に基づき、当施設の概要や提供するサービスの内容、契約上ご注意いただき

たいことを説明するものです。 

※当施設では、契約者に対して障害者総合支援法に基づく障害者支援施設として生活介護

及び施設入所支援サービスを提供します。当サービスの利用は、原則として自立支援給

付の支給決定を受けた方が対象となります。 
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１ 事業者（法人）について 

事 業 者 名 称 社会福祉法人京都社会事業財団 

代 表 者 氏 名 理事長  野口 雅滋 

所 在 地 京都市西京区山田平尾町 17番地 

連 絡 先 

 

電話番号：（０７５）３９１－５８１１ 

F A X番号：（０７５）３９３－０１４０ 

設 立 年 月 日 昭和 24年 3月 31日 

 

２ 施設について 

（１）施設の所在地等 

施 設 名 称 京都市桂川療護園 

施 設 の 種 類 指定障害者支援施設 

実施するサービス 施設入所支援、生活介護 

事 業 所 番 号 ２６１４０００３８４（平成 22年 4月 1日指定） 

主 た る 対 象 者 身体障害者（18歳未満の者を除く。） 

所 在 地 京都市西京区下津林東大般若町 32番地 

連 絡 先 

 

電話番号：（０７５）３９１－１６７５ 

F A X番号：（０７５）３９１－１６４０ 

管 理 者 柏木 佐織 

サービス管理責任者 河野 靖史 

建 物 の 構 造 鉄筋コンクリート造 地上 3階建 

開 設 年 月 日 平成 11年 4月 1日 

利 用 定 員 

 

施設入所支援  40名 

生活介護    40名 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

 

 

 

 

社会福祉法人京都社会事業財団が設置する京都市桂川療護園（以下「施

設」という。）において実施する指定障害者支援施設の適正な運営を確保

するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者の意思

及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った適切な施設障害福祉サー

ビスを提供することを目的とします。 

運 営 の 方 針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計

画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用者に

対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について

継続的な評価を実施することにより、利用者に対して適切かつ効果的

に施設障害福祉サービスを提供します。 

2 施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に

立った施設障害福祉サービスの提供に努めます。 

3 施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整

備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じ

ます。 

4 施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、

利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的

に確認するとともに、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律」（平成17年法律第123号。以下「法」という。）第77条
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第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定

相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域

生活への移行に向けた措置を講じるものとする。 

5 施設は、利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福

祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の

尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該施設以外におけ

る指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一

般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必

要な援助を行うものとする。 

6 施設は、施設障害福祉サービスに係る個別支援計画に基づき、利用者

の心身の状況に応じて、支援を適切に行うとともに、施設障害福祉サー

ビスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮します。 

7 施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」

の基本原則に留意し、意思決定の支援に努めます。また、本人の意思

に反する異性介助がなされないよう、本人の意向を把握するとともに

サービス提供体制の確保に努めます。 

8 施設の職員は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧

を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、

理解しやすいように説明を行います。 

9 施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常に

その改善を図ります。 

10 前９項のほか、法及び「障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施

設等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成 18 年厚生労働省令第

172号）その他関係法令を遵守し、事業を実施します。 

（３）昼間実施サービスの提供日等 

サ ー ビ ス 生活介護 

提 供 日 

 

月曜日から金曜日、その他管理者が認めた日 

暦日数から 8日（原則）を差し引いた年間 269日 

提 供 時 間 １０:００～１７:３０ 

通常の事業実施地域 京都市全域 

（４）設備等の概要 

①居室の概要 

居室の種類 室数 備   考 

個室（１人部屋） ２室 ベッド・床頭台・洗面台・ナースコール・天井走行リフト 

２人部屋（Ａ） １４室 ベッド・床頭台・洗面台・ナースコール・天井走行リフト 

２人部屋（Ｂ） ５室 ベッド・床頭台・洗面台・便所・ナースコール・天井走行リフト 

※ 利用者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に添えない場合もあります。 

※ 利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況及び申し出事由を勘案

し施設で可否を決定します。また、利用者の心身の状況により施設で判断の上居室を変更す

ることがありますが、その際には、利用者や身元引受人と協議の上決定するものとします。 

②居室以外の設備の概要 

設備の種類 室数 備   考 

食 堂 １室 デイルーム兼用 
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医 務 室 １室 特養と共用 

静 養 室 １室  

浴 室 

 

 

２室 

 

 

機械浴（介護エイドバス２基・チェアーインバス１基） 

※療護園・特養・デイサービス共用 

一般浴槽 １基 

洗 面 所 28か所  

便 所 ７か所 天井走行リフト・各種便器 

日常動作訓練室 １室  

（５）職員体制 

職  種 人  数 勤 務 体 制 

管 理 者 常勤 1名  8:30～17:30（兼務） 

サービス管理責任者 

 

常勤 1名 

 

日勤  8:30～17:30 

日勤  9:30～18:30 

医 師 （ 嘱 託 ） 1名以上 週１日（２時間程度） 

看 護 職 員 

 

 

1名以上 

 

 （直接処遇職員） 

 

24名以上 

日勤  8:30～17:30 

日勤  9:30～18:30 

夜勤 16:30～ 9:30 

生 活 支 援 員 

 

 

 

1名以上 

（常勤 1名以上） 

 

 

早出  7:00～16:00 

日勤  9:30～18:30 

遅出 11:00～20:00 

夜勤 17:00～10:00 

管 理 栄 養 士 常勤 1名 日勤  9:00～18:00 

（６）職務内容 

職  種 職 務 内 容 

管 理 者 

 

施設の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、職

員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 

サービス管理責任者 

 

個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的

な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行います。 

医 師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行います。 

看 護 職 員 

 

医師の指導のもと、利用者に対して健康管理、保健衛生、医療、看

護及び介護等についてのすべての業務にあたります。 

生 活 支 援 員 個別支援計画に基づき、日常生活上の支援を行います。 

管 理 栄 養 士 

 

利用者の身体状況及び嗜好並びに適時適温を考慮した献立を作成

し、適切な栄養管理を行います。 

 

３ 提供するサービスの内容及び費用について 

（１）提供するサービスの内容 

サービスの種類 サ ー ビ ス の 内 容 

個別支援計画の作成 

 

 

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、生活全般の質を向

上させるための課題や目標、支援の方針等を記載した個別支援計画を作

成します。 

食事の提供 

 

希望により、利用者の身体状況や嗜好に配慮した食事を提供します。 

＜食事時間＞朝食 7:45～ 8:45、昼食 12:00～13:00、夕食 17:30～18:30 
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入浴又は清拭 

 

入浴について、必要に応じて介助や確認を行います。利用者の心身の状況

により、入浴が困難な場合には清拭を行うなど適切な方法で実施します。 

排泄の自立について

の必要な援助 

適切な排泄援助を行うとともに、自主排泄を目指した適切な支援を行い

ます。 

身体等の介護 

 

利用者の状況に応じて適切な技術をもって、食事・整容・更衣・排泄等

の生活全般にわたる援助を行います。 

創作的活動 軽作業等の創作的活動の機会を提供します。 

身体機能及び日常生活能力

の維持・向上のための支援 
身体機能の維持向上や、食事・家事等の日常生活能力を向上するための

訓練等を行います。 

生活相談 

 

利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、

適切な相談、助言、援助等を行います。 

健康管理 

 

 

利用者の投薬管理や疾病予防に努めるとともに、嘱託医師により、健康

診断日を設けて健康管理を行います。また、医療機関との連絡調整や協

力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。 

（２）サービス利用料金と利用者負担額 

提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。 

利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み（１割の定率負担と所得に応

じた負担上限月額の設定）となっています。 

定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。 

※ １日あたりの利用料金と利用者負担額の目安は、別表をご参照ください。 

※ 施設が代理受領を行わない（利用者が償還払いを希望する）場合は、介護給付費等の全額

をいったんお支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、

「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給（利用者負担額を除く）を申

請してください。 

（３）その他の費用 

項  目 内   容 料 金 

食事の提供に係る費用 

 

 

 

 

 

 

 

朝食 300円 

昼食（おやつ代含む。） 750円 

夕食 500円 

 1,550円／日 

食事を取消し（キャンセル）する場合は、キャンセル希望日の前日の

正午までに当施設までお申し出ください。キャンセル希望日の前日の

正午までに申し出がなかった場合、取消料金として予約されていた食

事の実費相当額をお支払いいただきます。 

光熱水費  240円／日 

預り金管理手数料 

 

別途預り金管理契約を締結していただき、これに従

い管理を行います。 

1,500円／月 

 

テレビ等使用電気代 

 

テレビ 4円／日 

その他電化製品 1円／日 

立替え購入代 医療費・薬代 実費 

文書発行手数料 実費 

予防接種代 実費 

理美容代 

月に２回出張による理・美容サービス（整髪・顔

剃・洗髪）をご利用いただけます。 

実費 

 

 

嗜好品代 実費 
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希望される飲み物等  

創作的活動 

創作的活動に係る材料費 

実費 

 

レクリエーション、行事、特別な食事等 

内容に応じて諸費用を実費でご負担いただく場

合がありますが、その際は事前にご了解を得るこ

ととします。 

※外出に掛かる車輛での移動について、当施設が提

供する日中活動（レクリエーション・行事・外出

支援）において、費用徴収は原則いたしません。 

実費 

 

 

 

 

 

 

複写物の交付 １枚につき 10円 

受診に係る送迎 

 

 

受診に係る送迎は協力医療機関のみとさせていただきます。協力医療機

関以外については、原則当施設からの送迎は実施いたしません。ただし、

やむを得ない事情がある場合に限り京都市内のみ送迎いたします。 

※ 上記の費用は、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に

変更することがあります。その場合は、事前に変更の内容と変更する事由について、原則

として変更を行う２か月前までにご説明します。 

（４）利用者負担額の減免について 

１か月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて負担上限月額

が設定され、それ以上の負担は生じません。また、食費・光熱水費の実費負担に関する減免（補

足給付）があります。 

 

４ 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払い方法について 

請 求 方 法 

 

 

利用者負担額及びその他の費用は、利用月ごとの合計金額により、請求

します。 

上記に係る請求書は、利用月の翌月 15日頃にお届け（郵送）します。 

支 払 期 日 利用月の翌月の 27日（金融機関休業日については翌営業日） 

支 払 方 法 

 

 

口座振替 

お手持ちの口座より振替が可能です。（手数料は、施設負担） 

※原則、現金払いはお受けできませんので、ご了承ください。 

 

５ 利用者が入院された場合の対応について 

（１）入院期間中であっても所定の料金をご負担いただきます。 

利用者が、入院又は外泊をされた場合にお支払いただく１日あたりの利用料金は、以下のと

おりです。ただし、入院当日及び退院当日は、通常の利用料金をご負担いただきます。 

入院外泊期間 Ⅰ（1日～8日） 
Ⅱ（9日～90日） 

※Ⅰの期間終了後から開始 

①サービス利用料金 3,293円 1,961円 

②内、給付費支給額 2,964円 1,765円 

③内、自己負担額（定率負担） 329円 196円 

④光熱水費に係る自己負担額 240円 

⑤自己負担額（③＋④） 569円 436円 

※ 当該居室を利用者の為に確保する場合は光熱水費をお支払いいただきます。 

※ 90日を越える「入院」の場合、入院期間及び支援内容に応じて「入院時支援特別加算」（別
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表参照）を算定いたします。 

（２）３か月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所することができます。ただし、入

院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時に施設の受入準備が整っていない

時には、併設されている短期入所事業の居室等をご利用いただく場合があります。 

（３）３か月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この場合には、

当施設に再び優先的に入所することはできません。 

 

６ サービス提供の記録について 

（１）施設障害福祉サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者

負担額等について記録し、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。 

（２）施設障害福祉サービスの実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認

を受けます。 

（３）これらの記録はサービス完結の日から５年間保存し、利用者は施設に対して保存されるサー

ビス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。（複写物にかかる費用は実

費を負担いただきます。） 

 

７ 協力医療機関について 

（１）協力医療機関 

医療機関の名称 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 

所 在 地 京都市西京区山田平尾町 17番地 

診 療 科 総合病院（内科・外科・整形外科・耳鼻咽喉科・皮膚科・その他） 

医療機関の名称 医療法人たちいり整形外科 

所 在 地 京都市西京区桂西滝川町 52番地 

（２）協力歯科医療機関 

医療機関の名称 佐々木歯科医院 

所 在 地 京都市西京区下津林芝ノ宮町 17番地 

医療機関の名称 にしざわ歯科 

所 在 地 京都市西京区桂春日町 14-25 

 

８ 緊急時の対応について 

現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その

他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

 

９ 事故発生時の対応について 

（１）施設障害福祉サービスの提供に起因する事故が発生した場合、速やかに利用者の家族及び京

都府、京都市、関係機関等に連絡するとともに、「社会福祉法人京都社会事業財団京都桂川園

事故対応マニュアル」により必要な措置を講じます。 

（２）利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行います。 
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（３）事故発生防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うとともに、事故発生時の対

応及び再発防止策を適切に講じるための担当者を配置します。 

 

10 非常災害時の対応及び対策について 

非常災害に備えるため、別に定める「災害対策計画等」に基づき、年２回定期的に避難訓練等を

行います。（うち１回は夜間想定訓練） 

施設は、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 
非 常 時 の 対 応 

 

年２回以上定期的な避難訓練及び消火訓練等を実施し、災害発生時の対応

に備えています。 

近 隣 と の 協 力 

 

自衛消防隊を組織し、西京区管内の関係機関、地域住民組織と連携し地

域ぐるみの防災活動に努めています。 

防 災 設 備 

 

自動火災報知設備、スプリンクラー、消火器、ガス漏れ警報機、非常警

報設備、防火扉他 

災害対策計画等 災害対策計画、消防計画等に基づく。 

 

11 衛生管理等について 

（１）施設は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生

上必要な措置を講じるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行います。 

（２）施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じます。 

①施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。 

②施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

③施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに

感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施します。 

 

12 業務継続計画の策定等について 

（１）施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、その計画に従

い必要な措置を講じます。 

（２）施設は、職員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

（３）施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

13 虐待の防止について 

施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じます。 

①施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、職員に周知徹底を図ります。 

②施設における虐待防止のための指針を整備します。 

③職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

④上記措置を適切に実施するための担当者を配置します。 

虐待防止に関する担当者 本林 笑美 
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⑤成年後見制度の利用を支援します。 

 

14 身体拘束等の禁止について 

（１）施設は、利用者又はほかの利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合の３

原則を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。なお、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、

その時点で個別に説明を行うとともに同意を得ます。 

（３）施設は、身体拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じます。 

①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を１年に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、職員に周知徹底を図ります。 

②身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

③職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 

15 サービス利用上の留意事項について 

面会 

 

 

面会時間 ９:３０～１８:３０（原則） 

面会等で来園された方は、必ず事務所カウンターに置かれている

面会簿に氏名、来園時間等必要事項をご記入ください。 

外出・外泊 

 

 

外出に伴う門限 １９:００（原則） 

外出・外泊をされる場合は、必ず職員に申し出ていただき、所定

の手続きを行ってください。 

感染症予防 

 

 

 

 

 

 

 

【面会・外出・外泊・受診について】 

・不織布マスクの着用をお願いする場合があります。 

・季節に関わらず風邪症状や発熱、吐き気、下痢症状がある場合

は来園を自粛してください。 

・感染症の流行状況により、以下を行う場合があります。 

□面会 予約制・時間制限・場所の指定・面会禁止 

□外出 時間制限・飲食自粛等 

□外泊 禁止 

ご持参いただくもの 

 

 

 

 

 

 

健康保険被保険者証（健康保険資格確認書）・障害福祉サービス

受給者証・福祉医療費受給者証・身体障害者手帳・服用中の薬・

衣類・上履き・歯ブラシ・コップ・タオル・その他 

※「障害福祉サービス受給者証」の記載内容に変更があった場合

は、できるだけ速やかに当施設にお知らせください。また、当

施設より「障害福祉サービス受給者証」の確認をさせていただ

く場合には、ご提示ください。 

設備・器具の利用 

 

 

 

施設内の設備、器具はその本来の用途に従ってご利用ください。

故意や不注意等により破損が生じた場合は、利用者の自己負担に

より修復していただくか、相当の代価をお支払いいただく場合が

あります。 

飲酒 

 

職員にご相談ください。ただし、健康上の理由でお断りさせていた

だく場合もあります。 

喫煙 当施設は全館禁煙です。 
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迷惑行為など 

 

 

 

テレビ・ラジオ・パソコン等機器の夜間における利用は、ほかの

利用者の迷惑にならないよう、音量・光量を調整して利用するよ

う心がけてください。 

利用者は、ほかの利用者と親しい関係が保てるよう努めてください。 

宗教活動・政治活動・

営利活動 

団体生活の規律を乱すような宗教活動・政治活動・営利活動は行

わないでください。 

持込み禁止 

 

刃物類、発火性のある物等危険物、ペット類は持ち込まないでく

ださい。 

金銭の貸し借り 利用者間での金銭の貸し借りは禁止しています。 

ほかの利用者及び家族、職員

の個人情報の保護について 

面会等で来園された際に知り得た、ほかの利用者及び家族、職員の

個人情報について外部へ漏らすことのないようにお願いします。 

園内での撮影・録音（静

止画・動画）について 

 

 

 

まず、職員に声をかけてください。 

施設に無断でほかの利用者や家族、職員の静止画や動画の撮影・

録音をすることのないようにお願いします。 

また、園内で撮影・録音した内容は、ＳＮＳ等に投稿しないでく

ださい。 

電話連絡等について 

 

 

サービス管理責任者等の勤務時間（８:３０～１７:３０）外の電

話対応は原則宿直者、夜勤者での聞き置きとなり、翌朝以降の対

応となります。 

職員や施設に対しての贈答品等はご遠慮ください。 

 

16 第三者評価の実施状況について 

実 施 の 有 無 有 

直近の実施年月日 平成 26年 12月 15日 

評 価 機 関 の 名 称 特定非営利活動法人 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 

評価結果の開示状況 施設内掲示、ホームページ及び広報誌に掲載 

 

17 ハラスメント防止対策について 

施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の従

業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

 

18 苦情の受付窓口について 

（１）施設は、提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ

適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じます。 

（２）当施設では、地域にお住まいの方を｢第三者委員｣に選任し、地域住民の立場から当施設のサー

ビスに対するご意見などをいただいています。当施設へのご意見や苦情は｢第三者委員｣に相談

することもできます。 

【当施設における苦情の受付窓口】 

所 在 地 京都市西京区下津林東大般若町 32番地 

電 話 番 号 （０７５）３９１－１６７５ 

Ｆ Ａ Ｘ （０７５）３９１－１６４０ 
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受 付 窓 口 担 当 者 本林 笑美 

受 付 時 間 随 時 

※ 苦情受付箱を玄関ロビーに設置しています。 

※ 苦情窓口の設置体制につきましては、処理要領を施設内に掲示しています。 

【第三者委員】 

中野 篤子 ※京都さくら司法書士事務所 司法書士 （０７５）７６２－２２９６ 

福富 昌城 ※花園大学 教授 （０７５）８１１－５１８１ 

【行政機関その他の苦情受付窓口】 

窓  口 所在地・電話番号・受付時間 

京都市西京区役所 

保健福祉センター健康福祉部 

障害保健福祉課 

 

所在地 京都市西京区上桂森下町 25-1 

電話番号 （０７５）３８１－７６６６（直通） 

受付時間 ９:００～１７:００ 

京都市保健福祉局 

障害保健福祉推進室 

 

 

 

所在地 

 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町

488 京都市役所分庁舎 4階 

電話番号 （０７５）２２２－４１６１ 

受付時間 ９:００～１７:００ 

京都府福祉サービス 

運営適正化委員会 

（京都府社会福祉協議会内） 

 

 

所在地 

 

京都市中京区竹屋町通烏丸東入る 

京都府立総合社会福祉会館５階 

電話番号 （０７５）２５２－２１５２ 

受付時間 ９:００～１６:００ 

 

19 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

施設は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定

した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切

な取り扱いに努めるものとします。 

①施設及び職員は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由

なく、第三者に漏らしません。 

②この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

③施設は、職員に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員である期

間及び職員でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の

内容とします。 

（２）個人情報の保護について 

施設は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する

等、他の障害福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また、利用者の家

族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービ

ス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しま

せん。 
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サービス提供に当たり、利用者に対して重要事項説明書を交付のうえ、サービス内容、重要事項

及び個人情報の利用について説明を行いました。 

 

この重要事項説明書の説明年月日 令和   年   月   日 

 

事
業
者 

所 在 地 京都市西京区山田平尾町 17番地 

法 人 名 社会福祉法人 京都社会事業財団 

代 表 者 名 理事長  野 口  雅 滋 印 

事
業
所 

所 在 地 京都市西京区下津林東大般若町 32番地 

事 業 所 名 京都市桂川療護園 

管 理 者 柏 木 佐 織  

事業所番号 ２６１４０００３８４ 

説
明
者 

職   名  

氏   名  印 

 

私は、重要事項説明書に基づいてサービス内容、重要事項及び個人情報の利用について説明を受

け、その内容に同意のうえ、本書面を受領しました。 

 

利 用 者 

住所  

氏名  印 

 

身元引受人 

住所  

氏名  印 

（利用者との続柄：            ） 

署名代行者 

住所  

氏名  印 

（利用者との続柄：            ） 

（代筆の理由：                     ） 
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【個人情報利用同意欄】 

 

私は、サービス担当者会議及び他の医療・介護事業関係者との連絡調整をする際、私の個人情報

を必要な範囲において使用することに同意します。 

 

 

令和   年   月   日 

 

利 用 者 氏名  印 

 

 

署名代行者 氏名  印 

（利用者との続柄：            ） 

（代筆の理由：                     ） 

 


